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越谷市空家等対策計画

目 的：

地域住民の生命身体又は財産を保護するとともに、生活環境の保全を図り、

あわせて空家等の活用を促進するため、幅広い観点から空家等に関する施策を

総合的かつ計画的に推進し、公共の福祉の増進と地域の振興に寄与すること

策定年度 : 

平成３０年度

計画期間 :

平成３１年度から令和７年度まで

基本的な方針

空家等対策の推進に関する特別措置法第７条に基づき「越谷市空家等対策計画」を策定

方針3方針１

発生の予防・抑制適正管理の促進 活用・流通の促進

方針2
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・計画期間

・基本的な方針

・空家等に関する対策の実施体制に関する事項

・空家等に関する相談への対応に関する事項

・空家等の調査に関する事項

・空家等の適切な管理の促進に関する事項

・空家等の跡地の活用の促進に関する事項

・特定空家等に対する措置等に関する事項

第１章 越谷市空家等対策計画の概要

１.３ 計画期間

第２章 本市における空家等の現状と課題

第３章 空家等対策に関する基本的な方針

第４章 空家等対策に関する具体的な施策

第５章 計画の推進について

５.１ 実施体制

５.２ 相談体制

５.３ 空家等の調査及び把握

計画に定める事項

（空家法第7条第2項第1号～第9号）

空家等対策計画の構成
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用語の定義 「空家等」 「空き家等」の表記について

「空家法」及び「空家条例」に定義されているもの

〇 空家法第2条第1項（一部抜粋）

この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他

の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地をいう。

〇 空家条例第2条第1項第1号（一部抜粋）

法第2条第1項に規定する空家等であって、市内に所在するものをいう。

それ以外のもの

なお、令和5年3月に空家条例の改正により、条例で規定していた「空き家」を空家法に規定

する「空家」に用語の表現を統一

「空家等」

「空き家等」

計画改定に伴い、空家条例に関する表記を「空き家等」から「空家等」に改正

4
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用語の定義 「空家等※」の種類について

空家等の状態

空家等 管理不全な状態の空家等 特定空家等管理不全空家等

空家法の改正により新たに規定

「管理不全な状態」の空家等

空家法第２条第１項
空家条例２条第１項第1号

空家条例２条第１項第２号 空家法第１３条第１項 空家法第２条第２項

5

※ 「居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの」が対象

良 悪

改定前

「適正な管理が行われていない」空家等改定後
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第１章 越谷市空家等対策計画の概要

第２章 本市における空家等の現状と課題

第３章 空家等対策に関する基本的な方針

第４章 空家等対策に関する具体的な施策

第５章 計画の推進について
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第１章 越谷市空家等対策計画の概要

１.１ 計画策定の背景及び目的

１.２ 計画の位置づけ

１.３ 計画期間

１.４ 計画の対象地区

１.５ 計画の対象とする空家等の種類

第２章 本市における空家等の現状と課題

２.１ 本市の空家等を取り巻く現況

２.２ 本市における空家等の実態

２.３ 空家等に対する本市のこれまでの取組

２.４ 空家等の課題

第３章 空家等対策に関する基本的な方針

第４章 空家等対策に関する具体的な施策

４.１ 空家等の適正管理対策

４.２ 空家等の予防対策

４.３ 空家等（跡地を含む）の活用・流通対策

４.４ 重点的な取組

第５章 計画の推進について

５.１ 実施体制

５.２ 相談体制

５.３ 空家等の調査及び把握

５.４ 計画の目標

第１章 越谷市空家等対策計画の概要

第２章 本市における空家等の現状と課題

第３章 空家等対策に関する基本的な方針

第４章 空家等対策に関する具体的な施策

第５章 計画の推進について
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第１章 越谷市空家等対策計画の概要

１.１ 計画策定の背景及び目的

１.２ 計画の位置づけ

１.３ 計画期間

１.４ 計画の対象地区

１.５ 計画の対象とする空家等の種類

第１章 越谷市空家等対策計画の概要

第１章 越谷市空家等対策計画の概要

第２章 本市における空家等の現状と課題

第３章 空家等対策に関する基本的な方針

第４章 空家等対策に関する具体的な施策

第５章 計画の推進について
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第１章 越谷市空家等対策計画の概要

１.１ 計画策定の背景及び目的

空家等対策

「空家等対策の推進に関する特別措置法（空家法）」の制定

「越谷市空き家等の適正管理に関する条例（空家条例）」制定

「越谷市空家等対策計画」の策定

平成26年11月

平成２７年3月

平成31年3月

□ 計画期間が令和8年（2026年）3月までとなっていること

□ 空家等対策を取り巻く社会情勢の変化

空家等対策をより一層推進

空家等対策計画の改定
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１.２ 計画の位置づけ

□ 地域福祉計画

□ 地域防災計画

【関連計画】
【関連計画】

・まち・ひと・しごと創生越谷市人口ビジョン

・まち・ひと・しごと創生越谷市総合戦略

・越谷市都市計画マスタープラン

・改定越谷市建築物耐震改修促進計画 等

追加

第１章 越谷市空家等対策計画の概要
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１.３ 計画期間

第１章 越谷市空家等対策計画の概要

令和８年度（2026年度）から令和12年度（2030年度）までの５年間

5年間



空家等 管理不全な状態の空家等 特定空家等管理不全空家等
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１.５ 計画の対象とする空家等の種類

第１章 越谷市空家等対策計画の概要

「空家等」

「使用中の建築物」等
（予防する視点から必要な場合）

（「建築物」又はこれに附属する「工作物」 及び「その敷地」）

空家等の除却後の「跡地」
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第２章 本市における空家等の現状と課題

２.１ 本市の空家等を取り巻く現況

２.２ 本市における空家等の実態

２.３ 空家等に対する本市のこれまでの取組

２.４ 空家等の課題

第２章 本市における空家等の現状と課題

第１章 越谷市空家等対策計画の概要

第２章 本市における空家等の現状と課題

第３章 空家等対策に関する基本的な方針

第４章 空家等対策に関する具体的な施策

第５章 計画の推進について
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２.１ 本市の空家等を取り巻く現況

第２章 本市における空家等の現状と課題

人口

12.3 11.9 11.7 11.5 11.3 11.1 10.9 10.7 

62.2 62.4 62.6 62.8 62.9 63.0 63.0 63.0 

25.5 25.7 25.7 25.7 25.8 25.9 26.1 26.3 

343,644 342,681 341,992 340,853 339,570 338,159 336,611 334,934
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360,000

370,000

令和5年
（2023年）

令和6年
（2024年）

令和7年
（2025年）

令和8年
（2026年）

令和9年
（2027年）

令和10年
（2028年）

令和11年
（2029年）

令和12年
（2030年）

0歳〜14歳 15歳〜64歳 65歳〜 人口の見通し

第５次後期基本計画期間人口（人） 年齢構成（％）

01
Point

減少傾向、今後も減少の見通し

02
Point ６５歳以上の割合は増加傾向

資料：第５次越谷市総合振興計画後期基本計画
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２.１ 本市の空家等を取り巻く現況

第２章 本市における空家等の現状と課題

世帯数 01
Point 微増傾向ではあるが

令和10年を境に減少に転じる見通し

160,965 162,337 
163,985 164,212 164,352 164,414 164,394 164,293 

2.13 
2.11 

2.09 2.08 2.07 2.06 2.05 2.04 2.00
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125,000
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135,000

140,000

145,000

150,000

155,000

160,000

165,000

令和5年
（2023年）

令和6年
（2024年）

令和7年
（2025年）

令和8年
（2026年）

令和9年
（2027年）

令和10年
（2028年）

令和11年
（2029年）

令和12年
（2030年）

世帯数 世帯人員

世帯数
（世帯）

世帯人員
（人/世帯）第５次後期基本計画期間

資料：第５次越谷市総合振興計画後期基本計画
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２.１ 本市の空家等を取り巻く現況

第２章 本市における空家等の現状と課題

高齢単身世帯 01
Point ７５歳以上の高齢単身世帯が一戸建に居住する割

合が主世帯総数より高い

今後、高齢化の進行に伴い、高齢単身世帯も増加

することが予測

57.4%

資料：住宅・土地統計調査（令和５年１０月）

【参考】

平成25年10月の住宅・土地統計調査では57.1%
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２.１ 本市の空家等を取り巻く現況

第２章 本市における空家等の現状と課題

空家数・空家率 01
Point 全国的：空家率は増加

埼玉県：空家率は下降傾向 本市：減少傾向

6.2%

資料：住宅・土地統計調査（令和５年１０月）
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令和6年度 空家等実態調査

２.２ 本市における空家等の実態

第２章 本市における空家等の現状と課題

〇一次調査（机上調査）

市が保有する空家等情報、越谷・松伏水道企業団が保有する水道使用量等

の情報などを整理し、空き家等の可能性が高いものを抽出した。

〇二次調査（現地調査）

一次調査により抽出した建築物について、敷地外からの目視により外観の

状況などについて調査し、空き家等の可能性が高いものを抽出した。

〇所有者意向調査（アンケート調査）

二次調査により抽出した建築物・土地の所有者等に対して、建築物の利用

状況などに関する意向についてアンケート調査を実施した。

〇調査結果の分析・報告書作成

調査結果から、市内の空き家等の状況及び所有者等の意向について分析

したうえで報告書を作成した。

2,262件

【概要】
市内の空家等の分布および件数を把握
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令和6年度 空家等実態調査

２.２ 本市における空家等の実態

第２章 本市における空家等の現状と課題

２,２６２件のうち91.5％がAランク

一方、適正な管理が行われないまま放置されると、地域住民の生活環境に悪影響

及ぼしたり、空家等に起因する犯罪のリスクが高まるおそれがある

点数件数判定内容ランク

0～39点2,070小規模の修繕による再利用が可能A

40～69点125
管理が行き届いていないが、
当面の危険性は少ない

B

70～99点36
管理が行き届いておらず、
損傷が激しい

C

100点以上6
倒壊の危険性があり、
修繕や解体などの緊急度が高い

D

-25目視不可-

【不良度判定】
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令和6年度 空家等実態調査

２.２ 本市における空家等の実態

第２章 本市における空家等の現状と課題

建物所有者の年齢
01

Point
60歳以上が65％

所有者の高齢化が懸念

【アンケート調査】
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２.２ 本市における空家等の実態

第２章 本市における空家等の現状と課題

01
Point

売却したい・活用したいが48.7%

02
Point 特に考えてない・どうしてよいかわからないが15.6％

今後の所有意向

【アンケート調査】令和6年度 空家等実態調査
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２.２ 本市における空家等の実態

第２章 本市における空家等の現状と課題

01
Point

自分で管理しているが26.6%

02
Point

特に何もしていないが23.1％

建物の維持管理状況

【アンケート調査】令和6年度 空家等実態調査
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２.２ 本市における空家等の実態

第２章 本市における空家等の現状と課題

01
Point

管理の手間が大変が22.5%

02
Point 現住所から対象地までの距離が

遠いが17.4%

維持管理について困っていること

【アンケート調査】令和6年度 空家等実態調査
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２.２ 本市における空家等の実態

第２章 本市における空家等の現状と課題

01
Point

動産を処分しなければならない16.3%

02
Point 相続等に伴い権利の整理ができていない

今後の利活用の困りごと

令和6年度 空家等実態調査 【アンケート調査】
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R3年度R２年度
H31年度
R1年度

H30年度

「越谷市空家等対策協議会
条例」施行

「おくやみハンドブック」へ
空家等に関する情報の掲載

市外居住の建物所有者への
啓発チラシの送付

埼玉県宅地建物取引業協会
越谷支部による「空家相談」
の開始

「越谷市空家対策庁内連絡
調整会議」設置
・「空き家管理システム」を
導入

・「終活セミナー」の開催
・「住まい終活ノート」の作成

「空家バンク」の運用開始

・「相続財産清算人」選任の
申し立ての実施
・納税通知書への啓発チラ
シを同封

・「越谷市空家等対策計画」
を策定
・固定資産税の納税通知書
によるの啓発開始

「シルバー人材センター」と
締結締結

「埼玉県宅地建物取引業協
会越谷支部」と締結締結

法令

対策

実施

協定

第２章 本市における空家等の現状と課題

２.３ 空家等に対する本市のこれまでの取組
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R6年度R5年度R4年度

民法の一部改正
（相続登記申請の義務化）

・「越谷市空家等の適正管理に関
する条例」 一部改正
・「空家等対策の推進に関する特
別措置法」 一部改正

相続登記申請の義務化の周知
市外居住の建物所有者への啓発
チラシの送付

・「越谷市空家等実態調査」の実施
・国土交通省「令和６年度空家等
対策モデル事業」の実施

空家条例に基づく「軽微な措置」
及び「緊急安全措置」の実施

「越谷市空家等対策推進事業費補
助金」による補助事業の開始

「早稲田大学」「大里東自治会」「ポ
ラスグループ」と協定締結

法令

対策

実施

協定

第２章 本市における空家等の現状と課題

２.３ 空家等に対する本市のこれまでの取組
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基本的な方針の枠組み

建築物の状態

（3） 活用流通対策

（1） 適正管理対策（2）
予防・抑制

対策

第２章 本市における空家等の現状と課題

２.４ 空家等の課題
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第２章 本市における空家等の現状と課題

２.４ 空家等の課題

１） 適正な管理が行われていない空家等の放置

２） 所有者等の高齢化・遠方に居住

３） 問題の解決が困難な事案への対応

（1） 空家等の適正管理の促進に係る課題

１） 少子高齢化等による空家等の増加

２） 空家化しやすい建築物への対応

１） 権利の複雑化・相続登記の未了

２） 空家等が活用・流通しやすい仕組みづくり

３） 空家等の跡地の有効活用

（２） 空家等の発生の予防・抑制に係る課題

（3） 空家等の活用・流通の促進に係る課題
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第２章 本市における空家等の現状と課題

（1） 空家等の適正管理の促進に係る課題

・地域住民の生活環境に悪影響を及ぼす

・空家等に起因する犯罪のリスクが高まる

１） 適正な管理が行われていない空家等の放置

所有者等に対して、適正な管理に向けた指導などが必要

【基本施策】

（１） 適正な管理が行われていない
空家等への対応

２.４ 空家等の課題

２） 所有者等の高齢化・遠方に居住

【基本施策】

（2） 適正管理のための支援

適正な管理ができていない

空家等の管理に対する支援など必要
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第２章 本市における空家等の現状と課題

（２） 空家等の発生の予防・抑制に係る課題

１） 少子高齢化等による空家等の増加

【基本施策】

（１） 予防行動の促進

２.４ 空家等の課題

人口減少や少子高齢化の進行

空家等が増加

相続登記等の未了

所有者等の特定が困難である

空家等が増加

空家等になる前の段階から

所有者等の意識を高める取組必要
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第２章 本市における空家等の現状と課題

（3） 空家等の活用・流通の促進に係る課題

権利が阻害要因

１） 権利の複雑化・相続登記の未了

空家等の活用・流通が進まない

【基本施策】

（１） 空家等の流通の促進

(2) 空家等の多様な活用

２.４ 空家等の課題

２） 空家等が活用・流通しやすい仕組みづくり

賃貸・売買に至らない

活用・流通に向けた動機付けが図られる

仕組みづくりが必要
権利に関する阻害要因の解消に向けた支援が必要



越谷市空家等対策計画の改定等について
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第３章 空家等対策に関する基本的な方針第３章 空家等対策に関する基本的な方針

第１章 越谷市空家等対策計画の概要

第２章 本市における空家等の現状と課題

第３章 空家等対策に関する基本的な方針

第４章 空家等対策に関する具体的な施策

第５章 計画の推進について



第３章 空家等対策に関する基本的な方針

改定（案）

33



基本的な方針 1 空家等の適正管理を促進します

第３章 空家等対策に関する基本的な方針

現計画

空家等は適正な管理が行われていないことにより、安全上、

衛生上、景観上などにおいて、地域住民の生活環境に悪影響を

及ぼすことから、所有者等への注意喚起や啓発等を行うことで

適正管理を促します。

一方、既に管理不全な状態で放置され、地域住民の生活環境

に悪影響を及ぼしている空家等に対しては、空家法や空家条例

による助言又は指導等の措置を講じ、状態の改善を図ります。

また、空家等の所有者不明問題に関する対策にも取り組みま

す。

改定（案）

空家等は適正な管理がされないことにより、安全上、衛生上、

景観上などにおいて、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼす

ことから、所有者等の第一義的な責任を前提としつつ、所有者

等への注意喚起や啓発等を行うことで適正な管理を促します。

一方、既に適正な管理が行われていないことにより、地域住

民の生活環境に悪影響を及ぼしている空家等に対しては、空家

法や空家条例に基づき、必要な措置をとるよう助言又は指導

等をすることにより、状態の改善を図ります。

また、空家等の所有者不明問題に関する対策に取り組むとと

もに、防災・防犯対策を促進するため、各種機関と連携を図り

ます。

02
Point

改定のPoint

各種機関と連携した防災防犯対策の促進

昨今の空家等に起因する犯罪の防止を図るため、各

種機関と連携し対策の促進を図る

01
Point

「所有者等の第一義的な責任」の追加

改正空家法により、所有者等の責務強化がされたこと

に伴い、文言を追加 34



第３章 空家等対策に関する基本的な方針

改定（案）

35



基本的な方針 2 空家等の発生を予防・抑制します

第３章 空家等対策に関する基本的な方針

現計画

現在、本市の人口は増加傾向にはありますが、住宅の老朽化

や所有者等の高齢化、さらには将来的な人口減少から、今後、

さらなる空家等の増加が懸念されます。

そのため、居住中の段階から、市民等への意識啓発等による

予防行動の促進や建築物の良質化などにより、空家等の発生

の予防・抑制に取り組みます。

改定（案）

現在、本市の人口は減少傾向にあり、今後も減少していく見

通しとなっています。

また、住宅の老朽化や所有者等の高齢化により、今後、さらな

る空家等の増加が懸念されます。

そのため、空家等になる前の段階から、市民等への意識啓発、

「住まいの終活」の普及促進等による予防行動の促進や建築物

の維持保全などにより、空家等の発生の予防・抑制に取り組み

ます。

01
Point

改定のPoint

「住まいの終活」の追加

住宅の老朽化や所有者等の高齢化により、今後、さらなる空家等の増加が懸念されている。

そのため、空家等になる前の段階から、市民等への意識啓発や「住まいの終活」の普及促進等による予防行動の促進が必要

36



第３章 空家等対策に関する基本的な方針

改定（案）
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基本的な方針 3 空家等の活用・流通を促進します

38

第３章 空家等対策に関する基本的な方針

現計画

本市の空家等の中には、住宅などとして活用する上で魅力的

なものがある一方で、所有者等に活用する意識がない、又は相

談先が分からないことなどにより、活用や流通が進んでいない

状況の空家等が見受けられます。

そのため、法律、不動産、建築、福祉などの幅広い分野の専門

家や各種団体と連携し、所有者等からの相談又は所有者等に

対して働きかける体制を強化し、空家等の活用・流通の促進を

図ります。

改定（案）

本市の空家等の中には、所有者等が抱える様々な事情や法規

制による支障などにより、活用や流通が進んでいない状況の

空家等が見受けられます。

そのため、法律、不動産、建築、福祉などの幅広い分野の専門

家やＮＰＯ等の各種団体と連携し、引き続き所有者等からの相

談又は所有者等に対する働きかけにより、空家等の活用・流通

の促進を図るとともに、活用・流通がしやすい仕組みを模索し

ます。

01
Point

改定のPoint

活用・流通がしやすい仕組みの模索

地域や各種団体との連携や、活用事例の周知など、空家等を貸したい人・借りたい人が情報交換を行って、活用・流通に向

けた動機付けが図られる仕組みづくりが必要



越谷市空家等対策計画の改定等について
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第４章 空家等対策に関する具体的な施策第４章 空家等対策に関する具体的な施策

４.１ 空家等の適正管理対策

４.２ 空家等の予防対策

４.３ 空家等（跡地を含む）の活用・流通対策

４.４ 重点的な取組

第１章 越谷市空家等対策計画の概要

第２章 本市における空家等の現状と課題

第３章 空家等対策に関する基本的な方針

第４章 空家等対策に関する具体的な施策

第５章 計画の推進について
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第４章 空家等対策に関する具体的な施策

【改定（案）】
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４.１ 空家等の適正管理対策

第４章 空家等対策に関する具体的な施策

【現計画】

【改定（案）】



第４章 空家等対策に関する具体的な施策

４.１ 空家等の適正管理対策

（１） 適正な管理が行われていない空家等への対応

地域住民の安全で安心な生活環境を保全するため、空家法や空家条例に基づく措置などにより、適正な管理が行われていない

空家等の改善を図ります。

基本施策

施策の内容施策名施策番号
改正
内容

○管理不全な状態の空家等の所有者等に対し、空
家条例に基づく措置を実施します。

空家条例に基づく
管理不全な状態の空家等に対する措置の実施

１-（1）-1継続

○特定空家等及び管理不全空家等の認定を行い
ます。

空家法に基づく
特定空家等・管理不全空家等の認定

１-（1）-2拡充

○特定空家等及び管理不全空家等の所有者等に
対し、空家法に基づく措置を実施します。

空家法に基づく
特定空家等・管理不全空家等に対する措置の実施

１-（1）-3拡充

○空家法に基づく勧告により、住宅用地に対する
課税標準の特例の解除を行います。

住宅用地に対する課税標準の特例の解除１-（1）-4継続

○特定空家等を対象に、所有者自らが適正に管理
ができるよう、除却等の促進を図ります。

特定空家等の除却等の促進１-（1）-5継続

〇空家等の所有者等に対し、迅速な措置の実施を
促すため、所有者等の特定の効率化を図ります。

所有者等の特定の効率化１-（1）-6新規

〇消防、警察及び自治会等と連携し、空家等の防
災・防犯対策の促進を図ります。

防災・防犯対策の促進１-（1）-7新規

【具体施策】

「管理不全空家等」の追加01
Point

所有者等特定の効率化

各種機関と連携した
防災・防犯対策の促進

改定のPoint

空家法改定に伴う「管理不全空家等」の定義の

追加

速やかな措置実施のため、業務効率化により早

期解決を図る

昨今の空家等に起因する犯罪のリスクが高まる

おそれがあるため、関係機関と連携し、対策の

促進を図る

02
Point

03
Point

42



第４章 空家等対策に関する具体的な施策

４.１ 空家等の適正管理対策

（2） 適正管理のための支援

空家等の所有者等による適正な管理を促進するため、各種団体と連携などを図ることにより、適正な管理の支援を行

います。

基本施策

施策の内容施策名施策番号
改正
内容

○空家等の所有者等に対して、状況に応じた注意
喚起の文書を送付します。

〇所有者等に広く周知するため、市ホームページ
への掲載やチラシ等の配布により意識啓発を
図ります。

状況に応じた適正な管理の注意喚起、啓発１-（2）-1拡充

○管理代行又は修繕、除却、剪定、廃棄物処理な
どの事業者の紹介を行います。

管理代行等事業者の紹介１-（2）-2継続

○各種団体と連携した空家等の見回りサービス等
の提供により、空家等の適正管理の促進を図り
ます。

各種団体と連携した適正管理の促進１-（2）-3新規

【具体施策】

適正管理への意識啓発01
Point

各種団体と連携した適正
管理の促進

改定のPoint

空家等の適正管理に対する注意喚起に加え、意

識の啓発を図る

適正管理を促進するため、各種団体と連携し、

ふるさと納税の活用を含めた空家等の見回り

サービスの提供を行う

02
Point

43



第４章 空家等対策に関する具体的な施策

４.１ 空家等の適正管理対策

（３） 解決が困難な事案への対応

解決が困難な事案が放置され、適正な管理が行われていない空家等となることを防止するため、各種団体と連携した専門的な

支援などにより、解決を図ります。

基本施策

施策の内容施策名施策番号
改正
内容

○各種財産管理制度の活用を検討します。

○空家法に規定する略式代執行の実施を検討し
ます。

○所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特
別措置法に規定する制度の活用について、有効
と考えられる事案への適用を検討します。

所有者等が不明な空家等への対応１-（3）-1継続

○法令等の規定に適合していないなど、売却など
が困難な空家等の所有者等に対して専門家を
含めた相談体制の利活用を促進します。

○空家等の低未利用地の活用等について、各種団
体と連携を図り対応することを検討します。

○自ら空家等を管理する能力が十分でない所有
者等について、専門家との連携を図り、空家等
の管理不全な状態を予防又は解消するための
相談体制を構築します。

その他解決が困難な空家等への対応１-（3）-2統合

【具体施策】

01
Point 相談体制の「構築」から

「利活用の促進」へ

改定のPoint

02
Point その他解決が困難な事案へ

の対応に統合

・１-（3）-2 売却や建替等が困難な物件への対応

・１-（3）-3 所有者等の管理能力が十分でない場

合への対応

に対する施策は同一のため統合

相談窓口の増設等、専門家による相談体制の

利活用の促進を図る

44



45

背 景：

管理されていない空家等への措置ついては、近隣住民への危害を防ぐため、いち早

く所有者等を特定し、通知等をすべきである。

一方、市内に所在する土地・家屋の相続人の調査業務は、庁内各課所にて実施され

ているが、その調査結果は、現状、各課所間で連携・共有されていない。

また、相続登記や住所移転登記等がされておらず、所有者等が不明となり、１担当課

だけでは所有者等の特定が困難な事案がみられる。

【新規】 １-（1）-6 所有者等の特定の効率化

第４章 空家等対策に関する具体的な施策

４.１ 空家等の適正管理対策（施策の内容）
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施策の内容：

空家等の所有者等に対し、迅速な措置の実施を促すため、所有者等の特定の効率化

を図ります。

具体的内容：

〇各課所が保有する情報の共有化やデータベース化により、人的負担の軽減、業務時

間の短縮すること等について検討します。

〇所有者等の所在や相続人の特定が困難な空家等について、専門家と連携を検討し

ます。

【新規】 １-（1）-6 所有者等の特定の効率化

第４章 空家等対策に関する具体的な施策

４.１ 空家等の適正管理対策（施策の内容）



47

相続人調査

空家部門
空家所有者調査

通知発送

空家発生

登記事項証明書の取得

戸籍請求

相続人確定

所有者死亡

税務部門
納税義務者調査

通知発送

納税義務者の死亡

戸籍請求

相続人確定

例：

共有

【新規】 １-（1）-6 所有者等の特定の効率化

第４章 空家等対策に関する具体的な施策

４.１ 空家等の適正管理対策（施策の内容）
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空家部門
空家所有者調査

税務部門
納税義務者調査

例：

土木部門
法定相続人調査

建設部門
地籍調査

福祉・年金部門
保険料還付調査

相続人調査業務

・登記簿
・戸籍
・相続人相関図など

データ共有化

【新規】 １-（1）-6 所有者等の特定の効率化

第４章 空家等対策に関する具体的な施策

４.１ 空家等の適正管理対策（施策の内容）



【新規】 １-（1）-7 防災・防犯対策の促進

背 景：

昨今、空家等の増加に伴い、

放火や空き巣被害が増加している。

施策の内容：

消防、警察及び自治会等と連携し、空家等の防災・防犯対策の促進を

図ります。

具体的内容：

消防、警察及び自治会等と連携し、空家等の見守りや情報の共有化を検討する。

例：特定空家等について、定期的に合同パトロールを実施

第４章 空家等対策に関する具体的な施策

４.１ 空家等の適正管理対策（施策の内容）

49

【新聞記事】
令和7年9月5日付 埼玉新聞 15面

スライドをご覧ください
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背 景：

空家等の維持管理状況について、所有者等が自身で管理している方が最も多かった。

また、維持管理について困っていることは、「管理の手間が大変」「現住所から対象地

までの距離が遠い」が多数であった。さらに、所有者等の高齢化に伴い、身体的な負

担となっている事例も、見られる。（「令和6年空家等実態調査」所有者意向調査）

施策の内容：

各種団体と連携した空家等の見回りサービス等の提供により、空家等の適正管理の

促進を図ります。

第４章 空家等対策に関する具体的な施策

４.１ 空家等の適正管理対策（施策の内容）

【新規】 １-（2）-3 各種団体と連携した適正管理の促進
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本市の状況：

（公社）越谷市シルバー人材センターと連

携協定を締結し、空家等の見守りサービ

ス等の管理サービスを提供しているが、

所有者等が高齢である、又は遠方に居住

しているなどの理由で、適正な管理がで

きていない場合がある

第４章 空家等対策に関する具体的な施策

４.１ 空家等の適正管理対策（施策の内容）

管理代行サービスの更なる充実が必要

【新規】 １-（2）-3 各種団体と連携した適正管理の促進
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４.２ 空家等の予防対策

第４章 空家等対策に関する具体的な施策

【現計画】

【改定（案）】



第４章 空家等対策に関する具体的な施策

４.２ 空家等の予防対策

（１） 予防行動の促進

施策の内容施策名施策番号
改正
内容

○空家等に起因する悪影響や空家化のリスク、改
正空家法による所有者等の責務強化等、空家
等の活用方法などの幅広い情報について、市
民等に対し周知を図り、空家等に関する意識啓
発の促進を図ります。

市民等への意識啓発2-（1）-1拡充

○納税通知書を活用し、不動産所有者等に対し、
空家等の適正な管理に関する意識啓発を行い
ます。

○空家化が懸念される高齢単身世帯に対し、予防
に関する意識啓発の実施を検討します。

不動産所有者等への意識啓発2-（1）-2拡充

○相続発生時に不動産が空家等となる場合があ
るため、相続人に対する相談体制の利活用を促
進します。

相続人等への情報提供2-（1）-3拡充

【具体施策】

市民等への意識啓発の促進01
Point

改定のPoint

空家等になることに伴うリスクや改正空家法に

よる責務の強化等について周知することにより、

意識啓発の促進を図る

空家化を予防・抑制するため、市民等への意識啓発や具体的な行動に対する支援などにより、予防行動の促進を図ります。

基本施策

高齢単身世帯への
意識啓発の実施の検討02

Point

令和6年度に実施した「空き家対策モデル事業」

を踏まえ、高齢者単身世帯など、今後空家等に

なる可能性の高い世帯に対する啓発の実施を検

討する 53



第４章 空家等対策に関する具体的な施策

４.２ 空家等の予防対策
（１） 予防行動の促進

空家化を予防・抑制するため、市民等への意識啓発や具体的な行動に対する支援などにより、予防行動の促進を図ります。

基本施策

施策の内容施策名施策番号
改正
内容

○居住用財産の円滑な継承を促進するため、セミ
ナー等の開催により、「住まいの終活ノート」の
活用した「住まいの終活」の普及を促進します。

「住まいの終活」の普及促進2-（1）-4拡充

○持ち家を有効活用することにより、空家化の予
防を図るため、マイホーム借上げ制度など、住
みかえに関する仕組みを周知します。

住みかえに関する仕組みの周知2-（1）-5継続

○民法改正に伴う相続登記申請の義務化につい
て周知し、適切な登記の必要性について意識啓
発を行います。

相続登記の申請義務化の周知2-（1）-6拡充

○判断能力が不十分な方の代理が可能となる成
年後見制度を活用するため、成年後見センター
こしがや等が手続きの支援を行っていることを
周知します。

成年後見制度の周知2-（1）-7継続

【具体施策】

相続登記申請の義務化に
伴う周知02

Point

改定のPoint

民法改定に伴う相続登記申請の義務化につい

て周知を行い、意識啓発を図る

住まいの終活の普及促進
01

Point

空家予防のためには、空家等になる前段階のか

らの整理することが重要であることから、セミ

ナーの開催等により、住まいの終活の普及促進

を図る
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第４章 空家等対策に関する具体的な施策

４.２ 空家等の予防対策

（１） 予防行動の促進

施策の内容施策名施策番号
改正
内容

○建築物の適正な継承を図る制度の活用を促す
ため、信託制度について周知します。

信託制度の周知2-（1）-8拡充

○住まいに関する市民等の不安を解消するため、
市の各種相談、又は各種団体などの相談窓口
について周知します。

住まいに関する各種相談窓口等の周知2-（1）-9継続

○不動産や建築物、権利等に関する所有者等の悩
みなどを解消するため、専門家等による相談を
実施します。

建築物や土地、相続等に関する相談の実施2-（1）-10継続

○高齢者からの相談に対し、問題解決に向けた支
援を検討します。

高齢者に対する支援2-（1）-11継続

【具体施策】

空家化を予防・抑制するため、市民等への意識啓発や具体的な行動に対する支援などにより、予防行動の促進を図ります。

基本施策

55



第４章 空家等対策に関する具体的な施策

４.２ 空家等の予防対策

（２） 建築物の維持保全

空家化を予防・抑制するため、建築物の性能や使いやすさなどの向上により、住宅の維持保全を図ります。

基本施策

施策の内容施策名施策番号
改正
内容

○建築物の老朽化や廃棄物の放置等により、地域
住民の生活環境に影響を及ぼしている居住建
築物の所有者等に対し、助言又は指導などを行
える体制づくりを検討します。

管理不全にある居住建築物の解消2-（2）-1継続

○耐震診断及び耐震改修により住宅の耐震化を
促進します。

住宅の耐震化促進2-（2）-2継続

○長期にわたって使用可能な措置が講じられてい
る長期優良住宅について、国の政策と連携しな
がら普及を促進します。

長期優良住宅の普及促進2-（2）-3継続

○低炭素建築物の周知及び再生可能エネルギー
の活用等により、環境負荷の少ない省エネル
ギー住宅の普及を促進します。

省エネ住宅の普及促進2-（2）-4継続

○住宅のバリアフリー化を促進するための相談体
制を検討します。

住宅のバリアフリー化促進2-（2）-5継続

○中古戸建住宅の流通を促進する各種制度につ
いて、国の政策と連携しながら制度の普及を促
進します。

（各種制度：建物状況調査（インスペクション）、安
心Ｒ住宅登録制度、住宅履歴情報等）

中古戸建住宅の流通促進制度等の普及促進2-（2）-6継続

【具体施策】

改定のPoint

「管理不全にある居住建築
物の解消」の項目の変更01

Point

「管理不全にある居住建築物の解消」について、

基本施策の位置付けを「2-（1） 予防行動の促

進」から「2-（2） 建築物の維持保全」に変更

56



57

背 景：

「空家」問題の一番の対策は、「空家」になる前に備えることが最も重要。

空家になるリスク等を周知することにより、未然に「空家化」を防ぐ。

施策の内容：

空家等に起因する悪影響や空家化のリスク、改正空家法による所有者等の責務強化

等、空家等の活用方法などの幅広い情報について、市民等に対し周知を図り、空家等

に関する意識啓発の促進を図ります。

第４章 空家等対策に関する具体的な施策

４.２ 空家等の予防対策（施策の内容）

【拡充】 2-（1）-1 市民等への意識啓発

① 建物劣化のリスク（固定資産税の負担増加、流通価値の低下 など）

② 事故・災害・犯罪のリスク（賠償責任、空き巣、放火、不法投棄の増大 など）

③ 地域性低下のリスク （景観の悪化、空家の更なる発生 など）

【空家化のリスク】



本市の状況：

固定資産税納入通知書への啓発文の掲載、市外不動産所有者へチラシの送付 など

固定資産税納入通知書啓発チラシ

第４章 空家等対策に関する具体的な施策

４.２ 空家等の予防対策（施策の内容）

【拡充】 2-（1）-1 市民等への意識啓発
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背 景：

令和6年度「空き家対策モデル事業」 にて各団体と連携し、データを活用したＡＩ分析によ

り、近い将来空き家等になると想定される世帯等を抽出し、ダイレクトメールによる所有

者への啓発等により、地域内の空き家発生抑制の支援を実施した。

当該事業にて、空家等になる前の段階から所有者等にアプローチすることが、予防対策

の一助となった。

施策の内容：

○納税通知書を活用し、不動産所有者等に対し、空家等の適正な管理に関する意識啓発

を行います。

○空家化が懸念される高齢単身世帯に対し、予防に関する意識啓発の実施を検討します。

第４章 空家等対策に関する具体的な施策

４.２ 空家等の予防対策（施策の内容）

【拡充】 2-（1）-2 不動産所有者等への意識啓発
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令和6年度「空き家対策モデル事業」における啓発チラシ

第４章 空家等対策に関する具体的な施策

４.２ 空家等の予防対策（施策の内容）

【拡充】 2-（1）-2 不動産所有者等への意識啓発

本市の状況：
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背 景：

人口減少や少子高齢化の進行とともに、相続や高齢単身世帯の施設入所などの理由

から、今後も空家等が増加していく可能性がある。

そのため、空家等になる前の段階から、所有者等の意識を高める取組が求められる。

施策の内容：

居住用財産の円滑な継承を促進するため、セミナー等の開催により、「住まいの終活

ノート」の活用した「住まいの終活」の普及を促進します。

第４章 空家等対策に関する具体的な施策

４.２ 空家等の予防対策（施策の内容）

【拡充】 2-（1）-4 「住まいの終活」の普及促進
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第４章 空家等対策に関する具体的な施策

４.２ 空家等の予防対策（施策の内容）

【拡充】 2-（1）-4 「住まいの終活」の普及促進

越谷版「住まいの終活ノート」

令和4年度より配布開始

「終活セミナー」の開催

令和3年度から実施

本市の状況：
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４.３ 空家等（跡地を含む）の活用・流通対策

第４章 空家等対策に関する具体的な施策

【現計画】

【改定（案）】



第４章 空家等対策に関する具体的な施策

４.３ 空家等（跡地を含む）の活用・流通対策

（１） 空家等の流通の促進

空家等の状態を解消するため、情報発信の多様化や、流通させるための動機づけ、専門家による支援などにより、空家等の流通

の促進を図ります。

基本施策

施策の内容施策名施策番号
改正
内容

○空家バンクについて周知を図り、その活用を促
進します。

空家バンクの活用促進3-（1）-1継続

○空家等に関連する所有者等の様々な悩みなど
を解消するため、幅広い分野の相談についての
対応を実施します。

空家等に関する相談の実施3-（1）-2継続

○空家の発生を抑制するための特例措置（空家の
譲渡所得の３，０００万円特別控除）について利
用を促進するため、制度の周知とともに手続き
に必要となる書類の申請受付及び交付を行い
ます。

税制上の特例措置の利用促進3-（1）-3継続

○空家等の再生のため、専門家等と連携を図り、
リノベーション等を促進します。

リノベーション等の促進3-（1）-4継続

○多子世帯の住宅として空家等の活用を促進す
るため、埼玉県多子世帯向け中古住宅取得・リ
フォーム支援事業などの制度を周知します。

多子世帯の空家等活用の促進3-（1）-5継続

【具体施策】
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第４章 空家等対策に関する具体的な施策

４.３ 空家等（跡地を含む）の活用・流通対策

（１） 空家等の流通の促進

空家等の状態を解消するため、情報発信の多様化や、流通させるための動機づけ、専門家による支援などにより、空家等の流通

の促進を図ります。

基本施策

施策の内容施策名施策番号
改正
内容

○空家等の活用や、空家等を除却するためのロー
ンなどの金融サービス制度を周知します。

金融サービス利用による活用促進3-（1）-6廃止

○空家等に保管された家財の処分代行事業者を
紹介するなど、家財処分に関する相談の実施を
検討します。

〇処分等に対する支援など、流通を促進する仕組
みについて検討します。

家財の処分に関する相談の実施や支援の検討3-（1）-6拡充

○空家等の流通や活用を促進するため、「空家等
管理活用支援法人」の指定を含め、NPO等各
種団体や自治会等の地域コミュニティとの連携
について模索します。

各種団体や地域コミュニティと連携した空家等
の活用・流通の促進の模索

3-（1）-7新規

【具体施策】

家財処分に対する支援の
検討01

Point

改定のPoint

空家等の流通を促進するため、家財の処分等に

対する支援について検討する

NPO等各種団体との連携
の模索02

Point

空家等の活用等に係る相談対応やマッチング

など「空家等管理活用支援法人」の指定を含め

た産官学民等、各種団体との連携について模

索する
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第４章 空家等対策に関する具体的な施策

４.３ 空家等（跡地を含む）の活用・流通対策

（2） 空家等の多様な活用

空家等の状態を解消するとともに、将来に渡って空家等が発生しない良好な住環境としていくため、 空家等の多様な活用を図

ります。

基本施策

施策の内容施策名施策番号
改正
内容

○空家等の地域交流施設への転用など、地域が必
要とする場の需要と空家等の所有者等の意向
をマッチングする仕組みについて検討します。

○空家等を公共的な目的に活用する際の支援な
ど、活用を促進する仕組みについて検討します。

○空家等を公共的な目的に活用することについて、
地域住民からの相談に応じられる体制の構築
を検討します。

公共的な活用を促進する仕組みづくり3-（2）-1継続

○住宅セーフティネット制度として空家等の活用
を図るため、住宅確保要配慮者の入居を拒ま
ない賃貸住宅の登録制度の利活用を促進しま
す。

住宅セーフティネット制度の活用3-（2）-2継続

○空家等・空き店舗を活用したまちづくりについ
て検討します。

○都市のスポンジ化を踏まえたまちづくりについ
て検討します。

空家等を活用したまちづくりの推進3-（2）-3継続

【具体施策】

01
Point 登録制度の「構築」から

「利活用の促進」へ

住宅セーフティネット制度の利活用を促進する

改定のPoint
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第４章 空家等対策に関する具体的な施策

４.３ 空家等（跡地を含む）の活用・流通対策

（2） 空家等の多様な活用

空家等の状態を解消するとともに、将来に渡って空家等が発生しない良好な住環境としていくため、 空家等の多様な活用を図

ります。

基本施策

施策の内容施策名施策番号
改正
内容

○空家等の流通や活用を促進するため、「空家等
管理活用支援法人」の指定を含め、NPO等各
種団体や自治会等の地域コミュニティとの連携
について模索します。

各種団体や地域コミュニティと連携した空家等
の活用・流通の促進の模索

3-（2）-4
新規

【再掲】

○空家等の利活用を促進するため、空家等の利活
用事例の周知をします。

空家等の利活用事例の周知3-（2）-5新規

【具体施策】

01
Point

空家等の利活用事例の周知

改定のPoint

空家等の利活用を促進するため、空家等の利

活用事例の周知について検討する

02
Point

NPO等各種団体との連携
の模索

空家等の活用等に係る相談対応やマッチング

など「空家等管理活用支援法人」の指定を含め

た産官学民等、各種団体との連携について模

索する
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第４章 空家等対策に関する具体的な施策

４.３ 空家等（跡地を含む）の活用・流通対策

（３） 跡地の活用促進

空家等の状態を解消するため、建築物の除却や跡地利用に関する支援などにより、空家等の跡地の活用促進を図りま

す。

基本施策

施策の内容施策名施策番号
改正
内容

○専門家などが、跡地の利用者候補に働きかけ、
跡地の所有者等と利用者をマッチングする仕
組みづくりについて検討します。

跡地活用を働きかける仕組みづくり3-（3）-1継続

○地域住民のニーズに応じた空間として、跡地を
有効に活用するための仕組みづくりについて
検討します。

地域住民が求める空間として活用する仕組みづく
り

3-（3）-2継続

【具体施策】
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背 景：

空家等のまま放置されている理由として、「動産（建物の中に残っている家財等）の処

分や整理の方法が分からない」「処分費用がない」という意見が多くみられる。

（「令和6年空家等実態調査」所有者意向調査）

施策の内容：

処分等に対する支援など、流通を促進する仕組みについて検討します。

具体的内容：

所有者等の費用の削減や家財等処分により空家解消のきっかけとするため、家財等

のリユース業者や処分業者を紹介など

第４章 空家等対策に関する具体的な施策

４.３ 空家等（跡地を含む）の活用・流通対策（施策の内容）

【拡充】 3-（1）-6 家財の処分に関する相談の実施や支援の検討
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背 景：

「空家等を買いたいが、どこに相談すればよいかわからない」

「空家等の利活用に関心があるが、借り方貸し方がわからない」といった相談が寄せ

られている。

施策の内容：

空家等の流通や活用を促進するため、「空家等管理活用支援法人」の指定を含め、

NPO等各種団体や自治会等の地域コミュニティとの連携について模索します。

具体的内容：

空家等の所有者等（オーナー）と利活用希望者のマッチングによる空家等の利活用を

促進する体制の構築を模索する。

【新規】 3-（1）-7・3-（2）-4
各種団体や地域コミュニティと連携した空家等の活用・流通の促進の模索

第４章 空家等対策に関する具体的な施策

４.３ 空家等（跡地を含む）の活用・流通対策（施策の内容）



４.４ 重点的な取組

現計画

（１） 健全な居住環境の保全

（２） 高齢者世帯の空家化予防

（３） 空家等の流通促進

改定（案）

（１） 健全な居住環境の保全

（２） 高齢者世帯の空家化予防

（３） 空家等の流通促進

（４） 各種団体や地域コミュニティとの連携追加

第４章 空家等対策に関する具体的な施策
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４.４ 重点的な取組

改定（案）

（３）空家等の活用・流通の促進

根本的な空家等の解消には、空家等が流通し、新たに活用さ

れることが重要です。

本市においては積極的に活用・流通していない空家等もみ

られることから、空家等の活用・流通の促進につながる各種団

体との連携や専門的な支援の強化などについて、重点的に取

り組むこととします。

追加

（３） 空家等の流通の促進

根本的な空家等の解消には、空家等が流通し、新たに活用

されることが重要です。

本市においては積極的に流通していない空家等もみられる

ことから、空家等の流通の促進につながる意識啓発や専門的

な支援の強化などについて、重点的に取り組むこととします。

現計画

（４） 各種団体や地域コミュニティとの連携

空家等がもたらす問題は多岐にわたるため、ＮＰＯ等各種団

体や自治会等の地域コミュニティとの連携を模索することな

どについて、重点的に取り組むこととします。

「流通」のみならず
「活用」についても重点的な取組みとして追加01

Point

国の方針を踏まえ、各種団体等の連携について
重点的な取組として追加02

Point

改定

改定のPoint

第４章 空家等対策に関する具体的な施策
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第５章 計画の推進について第５章 計画の推進について

５.１ 実施体制

５.２ 相談体制

５.３ 空家等の調査及び把握

５.４ 計画の目標

第１章 越谷市空家等対策計画の概要

第２章 本市における空家等の現状と課題

第３章 空家等対策に関する基本的な方針

第４章 空家等対策に関する具体的な施策

第５章 計画の推進について



５.３ 空家等の調査及び把握

第５章 計画の推進について

現計画

（１） 空家等の状態、所有者等の調査

（２） 定期的な空家等の把握

（３） 共同住宅等における空室化の把握・検討

（４） 住宅確保要配慮者の把握・検討

改定（案）

（１） 空家等の状態、所有者等の調査

（２） 定期的な空家等の把握

（３） 「空家等活用促進区域」の設定の検討

（４） 住宅確保要配慮者の把握・検討
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５.３ 空家等の調査及び把握

第５章 計画の推進について

（３） 共同住宅等における空室化の把握・検討

現計画 改定（案）

本市では、マンションにおける継続的で良好な居住環境の

整備を図ることを目的として、令和6年3月に「越谷市マン

ション管理適正化推進計画」を策定

現計画にある「共同住宅等における空室化の把握・検討」につ

いては、当該計画にて対策を講ずることとしたため、本計画

における「空家等の調査及び把握」では、記載を削除

（３） 「空家等活用促進区域」の設定の検討

改正空家法により、地域の拠点となるエリアにおいて空家

等が生じることで、当該地域の本来的な機能に影響を及ぼす

ことに鑑み、市区町村長が重点的に空家等の活用を進める区

域を「空家等活用促進区域（以下「促進区域」という。）」として

定め、建築基準法の接道規制の合理化等を行うことができる

こととされました。

促進区域の設定にあたっては、本市におけるまちづくりに

関する諸制度の方向性との調和を図りながら、必要性も含め

て検討を進めることが必要です。

そのため、本市の空家等の数及びその分布状況等を踏まえ、

慎重に検討します。

削除

【削除の理由】

追加
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計画目標
〈令和１2年度〉

現況
〈令和６年度まで〉

指標の説明指標名
指標
番号

改定の
内容

20,０００回／以上

（掲載情報）

本計画に基づく、適正管理対策、

予防対策、活用・流通対策等に

関すること

令和６年度の閲覧回数は

１６,８３６回

（掲載情報）

本計画に基づく、適正管理対策、

予防対策、活用・流通対策等に

関すること

空家等に関する情

報のホームページ

閲覧回数情報の周知及び

関心の向上
１継続

自治会や各種団体と空家等に係

る情報を共有し、適正管理対策、

予防対策、活用・流通対策におけ

る所有者等の取組を支援できる

連携体制の促進

これまでに以下の５団体と連携

体制を構築し、空家等の適正管

理や活用における支援を行って

います。

・埼玉県宅地建物取引業協会越

谷支部

・シルバー人材センター

・早稲田大学

リサーチイノベーションセンター

・大里東自治会

・ポラスグループ

地域住民や自治会

及び各種団体と連

携した、情報共有

等の仕組みの整備

状況地域住民や各種

団体との連携体

制の促進

２継続

第５章 計画の推進について

５.４ 計画の目標
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第５章 計画の推進について

５.４ 計画の目標

計画目標
〈令和１2年度〉

現況
〈令和６年度まで〉

指標の説明指標名
指標
番号

改定の
内容

総合的な相談窓口を設け、各担

当課所や各種団体等と連携した

多角的な専門窓口の利活用の促

進

建築住宅課を総合的な相談窓口

として設置し、各担当課所との

連携及び情報共有化を図るとと

もに、多岐にわたる空家問題の

相談窓口として、「埼玉県宅地建

物取引業協会越谷支部」と連携

した相談会を実施しています。

空 家 等 に 関 す る

相 談 窓 口 の 促 進

状況

相談窓口の利活

用の促進
３継続

特定空家等の除却等の促進や空

家等の活用の促進に関する仕組

みの模索

令和4年度から「越谷市空家等対

策推進事業費補助金」による補

助事業を開始し、令和６年度まで

に、14件の特定空家等の除却に

至りました。

また、空家等の改修工事費補助

金の実績が1件と少ないため、活

用の促進に関する仕組みの整備

が必要です。

空家等の除却等及

び活用の促進に関

する仕組みの整備

状況
除却等及び活

用の促進
4継続
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第５章 計画の推進について

５.４ 計画の目標

計画目標
〈令和１2年度〉

現況
〈令和６年度まで〉

指標の説明指標名
指標
番号

改定の
内容

25件／年平成31年度～令和６年度の6年

間で、累計３５３件の是正に至っ

ています。

相談を受けて是正

した空家等の件数

空家等是正件数５新規

25件／年平成31年度～令和６年度の６年

間で、累計107件の是正に至っ

ています。

空家等の所有者等

からの相談に対し

予防および活用対

策を行った件数

空 き 家 等 の 予

防・活用の件数
6新規

市が窓口となり、各種団体等と

連携した多角的な運営により、

売りたい・買いたい方の登録（流

通）に加え、貸したい・借りたい方

の登録（活用）の促進

5件／年

令和２年8月より空家バンクの運

用を開始し、令和6年度までに登

録17件、成約17件（売買：１４件

賃貸：3件）となりました。マッチ

ング率は非常に高いものの、登

録件数の増加が必要です。

空家バンクの運営

体制及び登録が可

能な対象者
空家バンクの

充実
7継続

78

「第５次総合振興計画後期基本計画」の指標を掲載

「第５次総合振興計画後期基本計画」の指標を掲載
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令和７年度

3月２月１月１２月１１月１０月９月８月７月６月５月４月

空家等対策協議会において、今後の空家対策を実施するうえで、
各種施策について協議を図る。
次回は、令和8年1月26日（月）実施予定

骨子案
作成・協議

素案
作成・協議 パブコメ 最終案

作成・協議・印刷

第1回協議会 第2回協議会 第３回協議会



ご清聴ありがとうございました。


